
公     示 

 

 公示第５２号                            

 

準特定地域において営業方法の制限を行う場合の減休車率について 

 

 「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性

化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて」（平成２６

年１月２７日付け公示第７６号。以下「営業方法制限公示」という。）第３ ２．に

基づき、準特定地域において営業方法の制限を行う場合の減休車率を下記のとおり定

めたので公示する。 

 

   平成２８年１１月４日 

 

 

             北陸信越運輸局長 江角 直樹 

 

記 

 

県 別 対象地域 対象となる事業者の減休車率の要件 

新潟県 

長岡交通圏 減休車率１０．８％を超える 

上越交通圏 減休車率 ５．６％を超える  

新発田市Ａ 減休車率１０．３％を超える  

柏崎市Ａ 減休車率 ５．８％を超える  

新潟交通圏 減休車率１２．４％を超える  

長野県 

松本交通圏 減休車率１７．７％を超える  

上田市Ａ 減休車率２２．５％を超える  

飯田市Ａ 減休車率１７．８％を超える  

長野交通圏 減休車率１３．６％を超える  

富山県 
高岡・氷見交通圏 減休車率１３．８％を超える  

富山交通圏 減休車率１３．９％を超える 

石川県 金沢交通圏 減休車率 ９．９％を超える  

 

附 則 

 この公示は、平成２８年１１月４日から適用する。 

 



附 則（平成２９年１０月１日付け公示第４５号で一部改正） 

 この公示は、平成２９年１０月１日から適用する。 

 

附 則（平成３１年４月１日付け公示第８３号で一部改正） 

 この公示は、平成３１年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和２年４月１日付け公示第９７号で一部改正） 

 この公示は、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和３年８月１日付け公示第２２号で一部改正） 

 この公示は、令和３年８月１日から適用する。 

 

附 則（令和６年９月３０日付け公示第３９号で一部改正） 

 この公示は、令和６年１０月１日から適用する。 

 


